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証券コード  347A 
2026年６月11日 

（電子提供措置の開始日 2026年６月４日） 
 

株 主 各 位 
 

東京都江戸川区西葛西五丁目６番２号 
第28山秀ビル６Ｆ 

 
株 式 会 社 GROWTH POWER 

 
代表取締役社長 西 島 直 宏 

 

第10回定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 

 さて、当社第10回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。 

 

 本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、株主総会参考書類等の

内容である情報（電子提供措置事項）については、インターネット上の当社ウェブサ

イトに掲載しておりますので、当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認ください

ますようお願い申しあげます。 

 

【当社ウェブサイト】https://www.growthpower.co.jp/ 

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「株主総会」の

欄にある「第10回定時株主総会招集ご通知」をご確認ください。） 

 

また、上記の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載して

おります。 

 

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】 

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show 

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ＧＲＯＷ

ＴＨ ＰＯＷＥＲ」または「コード」に当社証券コード「347A」を入力・検索し、

「基本情報」「縦覧書類/㏚情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招

集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。） 

 

なお、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができますの

で、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2026 

年６月25 日(木曜日)午後７時までに当社へ到着するようご返送くださいますようお願

い申し上げます。 

敬 具 
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記 
 

1. 日 時  2026年６月26日（金曜日）午後４時 
2. 場 所  東京都江戸川区西葛西五丁目６番２号 第28山秀ビル６Ｆ 

当社会議室 
3. 目 的 事 項   
 報 告 事 項  第10期(2025年４月１日から2026年３月31日まで)事業報告の内

容報告の件 
 決 議 事 項   
  第１号議案 第10期(2025年４月１日から2026年３月31日まで)計算書類承認

の件 

  第２号議案 取締役３名選任の件 

4. 議決権の行使についてのご案内 
 同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2026年６月25日（木曜日）

午後７時までに到着するようご返送ください。議案につき賛否が表示されていな
い場合には、賛成としてお取扱いいたします。 

 

以 上 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。 

 ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト 
（https://www.growthpower.co.jp/）および東京証券取引所ウェブサイト 
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）において、その旨、 
修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。 
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事 業 報 告 
 ( 2025年４月１日から 

2026年３月31日まで ) 
 

1. 会社の現況に関する事項 

(1) 事業の経過および成果 

当事業年度における我が国経済は、個人消費の持ち直しや円安を背景としたイン

バウンド需要により、社会経済活動の正常化が見られたことから、足踏みが続いて

いた景気は緩やかな回復基調で推移しました。その一方で、長期化するウクライナ

情勢やイラン紛争に伴うホルムズ海峡の閉鎖等を始めとした国際情勢の緊張状態、

また、エネルギー不足と継続的な物価上昇に伴う世界経済の景気下振れリスクによ

り、我が国を取り巻く経済や企業に与える影響については依然として先行き不透明

な状態が続いております。 

当社の中古機械の主力のユーザーである建設事業者においては、国内では公共工

事の回復や民間投資の再開による建設機械需要の底堅さが見られました。一方、建

材価格、人件費の高騰等の影響から、建設機械の需給は先行き不透明な状況にあり

ます。海外ではアジアを中心に中古建設機械の輸出需要が高まりをみせたものの、

世界的な物流コストの上昇や一部の国における排ガス規制の強化など、リスクとな

る環境変化も散見されました。 

また、高品質の日本の中古建機のニーズは依然として高いものの、中国経済の停

滞による安価での中国製中古建機が各国へ広く販売されるなど、中古建機の価格下

落リスクがあることから、仲介での販売を強化し、在庫リスクの低減を図るととも

に、日本全国において中古建設機械等の幅広い売り希望を発掘し、国内外向けの

様々なバイヤーへの販売の強化を行ってまいりました。 

これらの結果、売上高は1,722,132千円（前期比43.7％増）、営業利益は57,436千

円（前期比941.9％増）、経常利益は58,711千円（前期は2,678千円）、当期純利益

は64,488千円（前期は1,028千円）となりました。 

当社の事業セグメントは中古建設機械流通事業の単一セグメントであるため、セ

グメント別の業績は記載しておりません。 

 

 (2) 設備投資の状況 

   該当事項はありません。 

 

(3) 資金調達の状況 

当事業年度において、運転資金として110,000千円を金融機関からの借入により調

達いたしました。 

  その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。 
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(4) 対処すべき課題 

  当社が対処すべき課題は、以下のとおりであります。 

① 人材の確保及び育成 

当社の取扱う中古機械は、稼働時間、年式、メーカー、機種のニーズ、コンディ

ションなど多くの評価項目があり、１台ごとに状況が異なるため、査定には高度な

ノウハウが必要になります。また、仕向地が国内だけでなく世界各国に広がってい

ることから、言語や輸出業務に対する知見も必要になります。このような事業特性

から、人材を安定的に確保して行くことが成長には不可欠であり、外国籍の者を含

め積極的な人材採用を行う方針であります。 

労働意欲及び定着率の向上に資するべく働き方改革の一環として、残業時間の抑

制など労働環境の改善、有給休暇取得の奨励などを進めてまいります。 

② 内部管理体制の強化 

当社は、継続的な成長による企業価値の向上を目標に掲げています。そのために

は業務運営体制やリスク管理をはじめとする内部管理体制の強化が重要な課題であ

ると認識しております。全社的にコーポレート・ガバナンスに対する理解・周知を

進め、体制強化を進めてまいります。 

③ 中長期的な会社の経営戦略 

 ⅰ 財務体質の強化 

売買事業では、在庫量が売上を左右することになります。現在の財務状況では、金

融機関からの借入による資金調達に限界があります。利益の蓄積を進め在庫保有量を

増やしていくことが、成長に必要であると認識しております。 

ⅱ マーケットプレイス出品台数の拡大 

出品数は成約数と相関関係にあります。一定の品質を確保すること、トラブルを

避けることを目指して、出品者を限定してきました。品質を下げることなく、出品数

を増やすために、新たな出品者の獲得を目指して営業体制を強化していきます。 

 
(5) 財産および損益の状況の推移 

 

区     分 
第７期 

2023年3月期 
第８期 

2024年3月期 
第９期 

2025年3月期 

第10期 
2026年3月期 

（当事業年度） 

売 上 高 919,360 
千円 

976,016 
千円 

1,198,376 
千円 

1,722,132 
千円 

経 常 利 益 7,401 
千円 

7,288 
千円 

2,678 
千円 

58,711 
千円 

当期純利益又は当期純
損 失 （ △ ） 

14,414 
千円 

△42,620 
千円 

1,028 
千円 

64,488 
千円 

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△） 

72.07 
円 

△210.59 
円 

2.10 
円 

131.61 
円 

総 資 産 410,485 
千円 

406,371 
千円 

367,042 
千円 

520,150 
千円 

純 資 産 34,711 
千円 

137,091 
千円 

138,119 
千円 

202,608 
千円 

１株当たり純資産額 173.56 
千円 

279.78 
千円 

281.88 
千円 

413.49 
千円 
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(注)１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数により、１株当たり純資産額は期末発行済株式

数により算出しております。 

２．当社は、2024年９月13日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、

第７期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益及び１株当たり純

資産を算定しております。  

 

(6) 重要な親会社および子会社の状況 

① 親会社との関係 

会 社 名 資 本 金 
当社に対する 
議決権比率 

主要な事業内容 

株式会社チーム金子 1,000千円  間接 99.9％  
有価証券の保有、管理、
売買、投資及び運用 

株式会社レントラックス 440,096千円  直接 99.9％  
成果報酬型 

広告サービス事業 
(注) 株式会社チーム金子が保有する株式会社レントラックスの発行済株式（自己株式を除く）の総数に

対する所有株式数の割合は50.02％であります。 

 

② 重要な子会社の状況 

    該当事項はありません。 

 

(7) 主要な事業内容 

当社は、親会社である株式会社レントラックスを中心とするレントラックスグル

ープのセグメントの１つである「中古建設機械マーケットプレイス関連事業」を担

う企業で、油圧ショベル、ホイールローダー、ブルドーザー、クレーン等の建設機

械やフォークリフトをはじめとする中古機械・アタッチメント・輸送機等の流通事

業を行っております。 

中古建機・重機の査定サイト「建機・重機一括セカイ査定」、中古フォークリフ

ト査定サイト「フォークリフト高価買取.com」、出品者と購入希望者をつなぐ中古

建設機械等のマーケットプレイスサイト「GROWTH POWER」を運営し、国内外のユー

ザー、中古建機売買事業者、輸出業者などに仲介販売や当社が在庫として仕入れた

中古建設機械等の直接販売を行っております。 

なお、当社の事業セグメントは中古建設機械流通事業の単一セグメントであるた

め、セグメント別の記載は省略しております。 
 

(8) 主要な営業所 
 
   本社：東京都江戸川区 

 

(9) 従業員の状況（2026年３月31日現在） 
  

 従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

12（5）名 4名減 36.4歳 3.1年 

(注) 従業員数は、就業人員数であり、臨時従業員は（ ）内に年間の平均人数を外数で記載しておりま

す。 
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(10)主要な借入先（2026年３月31日現在） 
 

借   入   先 借   入   額 

株式会社群馬銀行 47,891  千円 

 株式会社日本政策金融公庫 20,400   

 株式会社三井住友銀行 19,000   

 株式会社千葉興業銀行 17,662   

 株式会社千葉銀行 17,500   

 株式会社商工組合中央金庫 15,140   

 株式会社京葉銀行 15,000   

 株式会社りそな銀行 14,500   

 

2. 会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在） 

(1) 発行可能株式総数 1,960,000 株                           

(2) 発行済株式の総数 490,000 株 

(3) 株 主 数 2 名 

(4) 大 株 主  
 

株   主   名 持   株   数 持 株 比 率 

 株式会社レントラックス 489,900  株 99.9  ％ 

 株式会社信龍 100  株 0.1  ％ 

 

(4) その他株式に関する重要な事項 

   該当事項はありません。 

 

3. 会社の新株予約権等に関する事項 

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

2021年３月12日開催の株主総会決議による第１回新株予約権 

① 新株予約権の払込金額 払込を要しない 

② 新株予約権の行使価額 １個につき350円 

③ 新株予約権の行使期間 2023年３月30日から2027年３月31日まで 

④ 当社役員の保有状況 
 

 新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 保有者数 

取締役 
(社外取締役を除く) 

70個 普通株式  7,000株 １名 
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(2) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況 

該当事項はありません。 

 

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項 

      該当事項はありません。 

 

4. 会社役員に関する事項 

(1) 取締役および監査役の氏名等（2026年３月31日現在） 
 

氏   名 地位および担当 重要な兼職の状況 

西島 直宏  代表取締役 社長  

小高 忠裕  取締役 管理部長  

白石 洋介  取締役  

塚原 明良  常勤監査役  

洲崎 智広  監査役 

㈱ﾃｸﾉﾌﾞﾗｯﾄﾞ 監査役 
㈱ﾏﾘﾓ 監査役 
㈱ALBA LINK 社外取締役 
手間いらず㈱ 取締役(監査等委員) 
㈱ｱｲ･ｺｰﾘﾝｸﾞ代表取締役 

杉本 佳英  監査役 

あんしんﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ法律事務所 代表
弁護士 
社会福祉法人愛幸会 監事 
㈱ﾌﾞﾗﾝｼﾞｽﾀ 社外取締役 
㈱Venus Style 社外監査役 
㈱FTG Company 監査役 
㈱NATTY SWANKYﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 監査役 
ｴｲﾍﾞｯｸｽ㈱ 社外取締役(監査等委員) 
Aiロボティクス㈱ 社外取締役(監査
等委員) 
LE.O.VE㈱ 社外取締役 
㈱ｼｰﾗﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 社外取締役(監査等
委員) 

 
 (注) １．取締役白石洋介氏は、社外取締役であります。 

２．監査役塚原明良氏、洲崎智広氏、杉本佳英氏は、社外監査役であります。 

３．取締役の任期は、2024年８月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。 

４．監査役の任期は、2024年８月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。 

 

（2）責任限定契約の内容の概要 

当社と社外役員全員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償

責任の限度額は、法令に定める額であります。 
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(3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額 

区分 
報酬等の総額 

（千円） 

報酬等の種類別総額（千円） 
対象となる役員 

の員数（人） 基本報酬 
業績連動 

報酬等 

非金銭 

報酬等 

取締役 

(うち社外取締役) 

21,950 

(1,800) 

21,950 

(1,800) 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

３ 

（１） 

監査役 

(うち社外監査役) 

4,800 

(4,800) 

4,800 

(4,800) 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

３ 

（３） 

合計 

(うち社外役員) 

26,750 

(6,600) 

26,750 

(6,600) 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

６ 

（４） 

(注)１．取締役の報酬限度額は、2017年６月29日開催の定時株主総会において、年額50,000 千円以

内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は３名(うち、社外取

締役は１名)であります。 

２．監査役の報酬限度額は、2017年６月29日開催の定時株主総会において、年額30,000 千円内

と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名(うち、社外監査

役は３名)であります。 

 

 (4) 社外役員に関する事項 

   ①重要な兼職先と当社の関係 

重要な兼職の状況については「(1)取締役および監査役の氏名等」に記載のと

おりであります。なお、兼職先である各法人等と当社との間に特別な関係はあり

ません。 

 

   ②当事業年度における主な活動状況 

区分 氏名 
出席状況、発言状況および 

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 

取締役 白石 洋介 

当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席をし、コマツグループに

おける豊富な経験を基に、取締役会において意思決定の妥当性・適正

性を確保するための発言を行っており、当社が期待する役割を果たし

ております。 

監査役 塚原 明良 

当事業年度開催の取締役会13回の全てに、また監査役会の12回の全て

に出席をし、コマツグループにおける豊富な経験を基に、常勤の立場

から取締役会の決議事項、報告事項全般について、適宜必要な助言・

提言を行っております。 

監査役 洲崎 智広 

当事業年度開催の取締役会13回の全てに、また監査役会の12回の全て

に出席をし、主に会社経営及び役員経験の見地から、取締役会の決議

事項、報告事項全般について、適宜必要な助言・提言を行っておりま

す。 

監査役 杉本 佳英 

当事業年度開催の取締役会13回の全てに、また監査役会の12回の全て

に出席をし、弁護士としての専門的見地から、取締役会の決議事項、

報告事項全般について、適宜必要な助言・提言を行っております。 
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6. 会社の体制および方針 

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要 

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとお

りであります。 

 

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため 

の体制 

・経営理念、経営方針及び「コンプライアンス規程」を、役職員が法令、定款及

び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、取締役会は、全

社のコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、全社的な徹底を図

るため、取締役管理部長を責任者とするコンプライアンス研修会を開催し、役職

員教育等を行う。 

・法令上疑義のある行為について、従業員が直接情報提供を行う手段として、内

部通報窓口を設置し、通報者に対する不利益な取扱を禁止する制度を整備する。 

・内部監査担当は、監査役会及び監査法人と連携の上、コンプライアンスの状況

を監査する。 

 

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

・当社では、取締役の職務執行にかかる事項である議事録、会計帳簿、その他の

重要な情報等については、「文書保存管理規程」に従い、文書又は電磁的記録媒

体に記録し、適切に保存及び管理する。 

・取締役及び監査役は、これらの規程に従い、その職務遂行の必要に応じて、常

時、これらの文書を閲覧できるものとする。 

 

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

・当社では、コンプライアンス、財務報告、情報システム、事業活動、災害、事

件等のリスクについては、「リスク管理規程」に従い、会社において発生しうる

リスクの発生防止にかかる管理体制の整備、発生したリスクへの対応等を行う。 

 

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

・取締役会は、毎月開催される定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を

すみやかに開催し、経営に関する重要事項に関して迅速に意思決定を行い、職務

執行を監督する。 

・取締役会は、迅速な経営判断並びに職務執行を行う体制として、各取締役に担

当部門の管理責任を負わせるとともに、取締役会で決定された経営計画の定期的

なモニタリングを実施する。また、業務執行に関する責任者及び責任範囲につい

て「職務権限規程」、「業務分掌規程」等に業務執行の手続きを簡明に定め、効

率的な業務執行を可能にする。 
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⑤監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項 

・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監

査役と協議のうえ、必要に応じて、専任又は兼任の使用人を置くこととする。 

 

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人の取締役からの独立性に関する事項 

・監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合、その使用人の人事異動、人事

評価に関しては、監査役会の事前の同意を必要とする。 

 

⑦取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に

関する体制 

・取締役及び使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影

響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等をすみやかに報告する体制を整備する。

報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査役会

との協議により決定する方法による。 

 

⑧その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、取締役及び使用人は、

監査に対する理解を深め監査役監査の環境を整備するよう努めるものとする。 

・監査役は、専門性を要する法務、会計については独立した弁護士、監査法人と

連携を図り、取締役会、経営会議等の重要会議に出席する他、取締役との懇談、

社内各部署への聴取及び意見交換、資料閲覧等を行い、監査役会にて報告、審議

を行うこととする。 

 

⑨反社会的勢力との関係断絶に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

・「反社会的勢力に関する基本方針」において反社会的勢力排除を明記するとと

もに、当社の取締役及び使用人に対し周知徹底を図ることとする。 

・反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、弁護士等の外部専門

機関と緊密な連携関係を構築する。 

 

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況 

当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、体制の整備当初か

ら、体制の整備及び運用状況について継続的に調査を実施しており、取締役会にそ

の内容を報告しております。また、調査の結果判明した問題点につきましては、是

正措置を行い、より効率的な体制の整備・運用に努めております。 

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 (注) 本報告書中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 
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貸 借 対 照 表 
  

(2026年３月31日現在) （単位：千円） 
 

科    目 金   額 科    目 金   額 

 
(資 産 の 部) 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 

売 掛 金 

商 品 

前 払 費 用 

未 収 入 金 

未 収 還 付 消 費 税 等 

そ の 他 

 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 附 属 設 備 

工 具 器 具 備 品 

 

投資その他の資産 

長 期 前 払 費 用 

長 期 未 収 入 金 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

 
 

499,786 

91,891 

48,868 

15,782 

256,376 

1,549 

4,874 

69,131 

11,310 

 

20,363 

994 

672 

321 

     

19,369 

1,598 

22,000 

12,831 

4,938 

△22,000 

 

 

 

 
(負 債 の 部) 

流 動 負 債 

買 掛 金 

短 期 借 入 金 

１年内返済予定の長期借入金 

未 払 金 

未 払 費 用 

未 払 法 人 税 等 

前 受 金 

預 り 金 

賞 与 引 当 金 

 

固 定 負 債 

長 期 借 入 金 

 

 
 

237,728 

16,338 

32,500 

54,780 

16,904 

438 

290 

106,744 

3,133 

6,600 

 

79,813 

79,813 

負 債 合 計 317,541 

 
(純 資 産 の 部) 

株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

そ の 他 利 益 剰 余 金 

繰 越 利 益 剰 余 金 

 

 
 

202,608 

97,500 

97,500 

97,500 

7,608 

7,608 

7,608 

  

純 資 産 合 計 202,608 

資 産 合 計 520,150 負 債 ・ 純 資 産 合 計 520,150 
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損 益 計 算 書 
    

( 2025年４月１日から 
2026年３月31日まで ) 

（単位：千円）     

科       目 金       額 

売 上 高  1,722,132 

売 上 原 価  1,469,409 

売 上 総 利 益  252,722 

販売費及び一般管理費  195,285 

営 業 利 益  57,436 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 143  

為 替 差 益 3,437  

そ の 他 200 3,781 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 2,507 2,507 

経 常 利 益  58,711 

税 引 前 当 期 純 利 益  58,711 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  290 

法 人 税 等 調 整 額  △6,067 

当 期 純 利 益  64,488 
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株主資本等変動計算書 
     

 ( 2025年４月１日から   
2026年３月31日まで ) 

（単位：千円）      

 

株主資本 

純資産合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 

資本準備金 
資本剰余金 

合計 

その他利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

繰越利益 
剰余金 

当期首残高 97,500 97,500 97,500 △56,880 △56,880 138,119 138,119 

当期変動額        

当期純利益    64,488 64,488 64,488 64,488 

当期変動額合計  － － 64,488 64,488 64,488 64,488 

当期末残高 97,500 97,500 97,500 7,608 7,608 202,608 202,608 
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個 別 注 記 表 
 
重要な会計方針に関する注記 

 

１．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

商品 

個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り上げの方法により算

定）を採用しております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、

定額法を採用しております。  

主な耐用年数は以下のとおりです。 

     建物附属設備     15年 

  工具、器具及び備品  3～6年 

 

３．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

（２）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額及び当該支給見込額に対応する社会保険料

会社負担見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。 

 

４．収益及び費用の計上基準 

履行義務は、売却主から買取主へ商品（中古建設機械）を引き渡し、代金を回収する役務の提供に

よる収益をいい、国内の顧客に引き渡す取引においては、商品の検収時点において収益を認識し、国外

の顧客に引き渡す取引においては、輸出の取引条件による在庫の保有に伴うリスクが顧客に移転する時

点で収益を認識しております。 

 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算方法 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。 

 

貸借対照表に関する注記 

 

 有形固定資産の減価償却累計額      1,054千円 

 

損益計算書に関する注記 

 

 売上原価に関する事項 

  売上原価の金額には、商品評価損 1,207千円が含まれております。 



〆≠●0 
第10回定時株主総会招集ご通知_0603 
○○○○○○様 招集 26/06/03 16:19印刷 15/20 
 

― 15 ― 

 

株主資本等変動計算書に関する注記 

 

１．当該事業年度の末日における発行済株式の数 

  普通株式 490,000株 

 

２．当該事業年度の末日における自己株式の数 

    該当事項はありません。 

 

３．当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

４．事業年度末日における新株予約権の目的となる株式の数 

  普通株式  7,000株 

 

税効果会計に関する注記 

 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

賞与引当金 2,338千円 

商品評価損 427 

繰越欠損金 9,998 

貸倒引当金 7,470 

その他 67 

繰延税金資産小計 20,302 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △7,470 

評価性引当額小計 △7,470 

繰延税金資産合計 12,831 

 

金融商品関係に関する注記 

 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

事業計画に照らして、必要な運転資金を銀行借入により調達しております。 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

営業債務である未払金は、１年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金に係る資金

調達であり、変動金利が適用されている借入金については、金利変動リスクに晒されております。 

 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理 

営業債権である売掛金及び未収入金については、顧客ごとに期日及び残高を管理するとともに、

財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

② 市場リスクの管理 

借入金の金利変動リスクについては、分割返済などによりその影響を緩和するとともに、管理部

門が金利変動状況を管理しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理 

各部署からの報告に基づき管理部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動

性の維持などにより流動性リスクを管理しております。 
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（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動することもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。現金は注記を省略

しており、預金、受取手形、売掛金、未収入金、未収還付消費税等、短期借入金、買掛金、未払金、未

払費用、未払法人税等については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似するものであるこ

とから、記載を省略しております。 

 
貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1）長期未収入金 22,000     

貸倒引当金（※） △22,000  －  －  

 －  －  －  

資産計 －  －  － 

(2）長期借入金（１年内返済予定を

含む） 
134,593  133,912  △680  

負債計 134,593  133,912  △680  

※長期未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

 

（注１）金銭債権の決算日後の償還予定額 

 
１年以内 

（千円） 

１年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

現金及び預金 91,891  －  －  －  

受取手形 48,868  －  －  －  

売掛金 15,782  －   －  －  

未収入金 4,874  －  －  －  

未収還付消費税等 69,131  －  －  －  

合計 230,549  －  －  －  

※長期未収入金については、回収時期を合理的に見積ることが困難であるため上表には記載しておりま

せん。 

 

（注２）長期借入金及びその他有利子負債の決算日後の償還予定額 

 
１年以内 

（千円） 

１年超 

２年以内 

（千円） 

２年超 

３年以内 

（千円） 

３年超 

４年以内 

（千円） 

４年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

（千円） 

１年内返済予定の長期借入金 54,780  －  －  －  －  －  

長期借入金 －  41,620  26,696  9,052  2,445  －  

合計 54,780  41,620  26,696  9,052  2,445  －  
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される

当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時

価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま

す。 

 

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品 

 該当事項はありません。 

 

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期未収入金          －           －           －           －  

資産計          －           －            －            －  

長期借入金（1年以内の返済予定額

を含む） 
         －      133,912           －      133,912  

負債計          －      133,912           －      133,912  

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

    長期未収入金 

回収可能性を勘案して回収不能見込額を算定しており、時価は債権金額から貸倒見積高を控

除した金額と近似していることから当該価額によっており、レベル３の時価に分類しておりま

す。 

 

        長期借入金（1年以内の返済予定額を含む） 

     国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により

算定しており、レベル２の時価に分類しております。 

 

収益認識に関する注記 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

 中古建設機械流通事業（千円） 

一時点で移転される財又はサービス 

一定の期間にわたり移転される財又はサービス 

1,722,132 

－                     

顧客との契約から生じる収益 1,722,132 

その他の収益 － 

外部顧客への売上高 1,722,132 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

  重要な会計方針に関する注記の「４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

 

１株当たり情報に関する注記 

 

 １株当たり純資産額    413円49銭 

 １株当たり当期純利益   131円61銭 
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監 査 報 告 書 
  

 

 

 当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第10期事業年度の取締役の職務の執

行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の

とおり報告いたします。 

  

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

めました。 

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、

取締役、内部監査担当その他の使用人等と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努

めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業

所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事

業報告およびその附属明細書について検討いたしました。 

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたし

ました。 

 

２．監査の結果 

(1)事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は

認められません。 

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果 

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適

正に表示しているものと認めます。 

 

2026年５月18日 

株式会社ＧＲＯＷＴＨ ＰＯＷＥＲ 監査役会 
 

常勤監査役 塚 原 明 良 ㊞ 
監 査 役 洲 崎 智 広 ㊞ 
監 査 役 杉 本 佳 英 ㊞ 

 
 

 
 

以 上 
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株主総会参考書類 
 

議案および参考事項 

 

第１号議案  第10期(2025年４月１日から2026年３月31日まで)計算書類承認の件 

本議案は会社法第438条第２項の規定に基づき、当社第10期の計算書類のご承認をお願い

するものであります。  

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の内容につきましては、

11頁から17頁に記載のとおりであります。 

なお、取締役会といたしましては、第10期の計算書類が、法令及び定款に従い、会社の財

産及び損益の状況を正しく示しているものと判断しております。 

  

第２号議案  取締役３名選任の件 

取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取

締役３名の選任をお願いするものであります。 

  取締役候補者は、次のとおりであります。 

候補者 
番号 

氏名 
(生年月日) 

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 
所有する当
社の株式数 

１ 
西島
にしじま

 直
なお

宏
ひろ

 
(1985年５月29日生) 

2001年４月 航空自衛隊 入隊 

2011年９月  株式会社ＩＴ働楽研究所 入社 

2015年５月 株式会社レントラックス 入社 

2017年３月 当社 代表取締役社長就任(現任) 

－株 

２ 
小高
こ だ か

 忠
ただ

裕
ひろ

 
(1973年３月23日生) 

1996年４月 株式会社ＴＫＣ入社 

1999年11月 有限会社大川不動産鑑定事務所入社 

2007年１月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 

2010年７月 公認会計士登録 

2012年１月  アーツ税理士法人入所 

2014年６月 株式会社レントラックス入社 

2018年６月 同社 取締役管理本部長就任 

2020年10月 佐藤公認会計士事務所入所 

2021年９月 当社 取締役管理部長就任（現任） 

－株 

３ 
白石
しらいし

 洋介
ようすけ

 
(1954年10月３日生) 

1978年４月 コマツフォークリフト株式会社入社 

1993年４月 同社 北京事務所長就任 

1999年４月 コマツフォークリフトアジア有限会社 代表取締役社長就任 

2004年４月 コマツフォークリフト上海有限公司 董事長就任 

2010年10月 コマツクイック株式会社 取締役就任 

2021年10月 当社 取締役就任（現任） 

－株 

 

（注）１．各候補者と当社との間に特別の関係はございません。 

２．白石洋介氏は、社外取締役候補者であります。 

３．白石洋介氏を社外取締役候補者とした理由は、当社業界における実務経験を有しており、その専門知識

と経験を活かし、営業活動における戦略の構築と実践におけるアドバイス等をいただくことを期待したた

めであります。 
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４．白石洋介氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の

時をもって４年となります。 

５．当社は白石洋介氏との間で会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項

に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定でありま

す。 

 

以 上 
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